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1．写真の規格

       　 <標準写真>

  - サイズは横3.5cm、縦4.5cmのもので、6ヶ月以内に撮影した写真。天然色。

  - 上半身が正面を向いていて顔(頭の上からあごまで)の長さが3.2~3.6cmのもの。

  - 帽子の着用禁止。

  - 背景は無地の白色

2．注意事項

  1) 写真の品質

   - コピーした写真、フォトショップ等で修正・加工した写真は使用不可。

   - 折れた写真、傷や汚れなどが付いている写真、解像度の低い写真は使用不可。

  2) 顔の大きさ

   - 写真のサイズ : 3.5cm(横) x 4.5cm(縦)

   - 顔の大きさ(頭の上から顎まで): 3.2~3.6cm(縦)

  3) 肩の線

   - 肩まで見える上半身の写真。

   - 肩の線は水平でなくてはならない。

  4) 瞳孔

   - 照明により瞳孔の赤目現象が起きたもの、カラーコンタクト着用の写真は使用不可。

   - 正面を凝視した写真。

   - 常に眼帯を着用している視覚障碍者の場合、例外として眼帯の着用が可能。

  5) 表情

   - 自然な表情のもの。

   - 口は自然に閉じたもので歯が見えないもの。
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  6) 眼鏡

   - 日常生活で常に眼鏡を着用している方は眼鏡着用可。

   - サングラスは不可。

   - 縁の太い眼鏡の場合、偽造写真と疑われ出入国の際に問題が生じる可能性がある

     ため、出来るだけ避けること。

   - 照明により眼鏡のレンズが反射した写真、眼鏡の縁が目にかかり目がしっかり

     見えない写真は不可。

  7) 髪型およびアクセサリー
   - 輪郭が鮮明で両耳がしっかり見えている写真。髪などで隠れて耳が見えない写真は

     使用不可。

   - 耳を露出した状態で耳の形により正面から耳が見えない写真は可。

   - 日常生活で常にカツラを着用している方に限りカツラ可。

   - 帽子、マフラー等の着用不可。

   - 基本的に顔全体(おでこから顎まで)を露出した写真でなければならないが、

     宗教的·医学的な理由により頭に装着品を着用しなくてはならない場合はそれを許可。

   - アクセサリーの着用は出来るだけ避け、着用する場合はアクセサリーが照明に

     反射しないようにすること。

   - 前髪でおでこ、目、眉毛が隠れた写真、横の髪で耳が隠れた写真は不可。 

  8) 照明

   - 適度な照明の写真。強過ぎる照明により白すぎる写真は不可。ピンボケ写真不可。

   - 顔や背景に影のある写真は不可。

  9) 背景

   - 写真は背景が無地の白色で縁がないもの。

   - 背景に物が写り込んだ写真、野外写真は使用不可。

   - 背景に影や反射がある写真は使用不可。

  10) 衣服

   - 制服、軍服、白色や色の薄い衣服は着用不可。

   - 日常生活で常に宗教服を着用している方の場合宗教服可。但し顔全体(おでこから

     顎まで)は露出すること。

   - 学生の場合制服の着用可。

  11) 幼児 (満7歳以下)

   - 基本的な事項(写真の品質及びサイズ、顔の方向、背景、衣服、表情、照明、等)は

     成人の写真の規格と同一。

   - 顔の大きさ(頭の上から顎まで) : 2.3~3.6cm(縦)

   - 幼児の写真は幼児単独で撮影。椅子、玩具、保護者等が写真に露出した写真は

     使用不可。

   - 目を開き正面を凝視した写真。
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適当な例 不適当な例

   - 3歳以下の幼児のうち口を閉じて撮影することが難しい幼児の場合、

     口が開いていても歯が見えなければ使用可。

   - 首の座ってない新生児等、座った状態での証明写真の撮影が困難な場合は、

     白い布等を敷いた床の上に寝かせて撮影した写真でも可能。但し、照明が不足し暗い

     写真、背景や顔に影が写った写真、背景に布のしわや床の模様等が写り無地の白色に

     見えない写真は使用不可。

3．適当な写真と不適当な写真の例
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適当な例 不適当な例


